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2016年 10月 26 日 

利益よりも人々！(仮訳) 
 

第 30回 PSI世界大会 

2017年 10月 31～11月 3日 スイス・ジュネーブ 
 

各位 
 

第 30回 PSI世界大会を、2017年 10月 31日（木）から 11月 3日（金）まで、スイスのジュネーブ国際会議

センター（CICG）にて、下記のとおり開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。 
 

1）大会週間の概要(案) 

添付書類 1では、大会週間の概要(案)をまとめました(英語のみ)。大会前の 10月 29～30日は、地域執行

委員会（REC）、女性委員会（WOC）、世界執行委員会（EB）、若年労働者セミナー、LGBTI セミナーが開

催されます。 
 

2）決議案 

執行委員会の決議案 

EBは中核的決議案である行動プログラム（PoA）案および規約改訂案の 2件を世界大会に提出します。 
 

2018-2022年行動プログラム（PoA）案  

目まぐるしく変化する世界情勢の中で、PoA の内容が適切であるかどうかを確認するため、世界大会開

催にできるだけ近く、かつ、地域での協議に十分な時間を確保できるようなタイミングで PoA案を作成し

ます。  

EBは 2016年 11月に会合し、PoAの初稿を議論します。これをすべての加盟組合と、規約で定められ

る機構のメンバー全員に配布します。この PoA案の修正を希望する加盟組合は、担当の小地域諮問委

員会（SUBRAC）を通じて提案を伝え、SUBRAC はこれを REC に報告します。REC はこれについて

2017年 4月の EB会合に向けてフィードバックを行い、PoAを最終化させます。 
 

規約改訂案 

規約作業部会（これまで 2回会合済み）は、2012年のダーバン世界大会で採択された規約に対する改

訂案を 2016年 11月に EBに提出します。採択されたら、改訂案を示した規約案を上記のとおり配布し

ます。規約案の修正を希望する加盟組合は、PoAでまとめた手続きと同じ手続きに従ってください。 
 

加盟組合の決議案  

注：  

 決議案の提出期限：2017年 3月 28日 

 決議案に対する修正案の提出期限：2017年 6月 28日 
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加盟組合の決議案提出を求める回覧文書を今年中に送り、この中で決議案提出の手続きについて案内し

ます。加盟組合は、PoA 案ですでに扱われた課題の重複を避けるため、必ず PoA 案を読んでから決議案

を出すようにしてください。 

 

議事運営委員会（SOC）は、2017年 4月 17～18日に会合し、2017年 3月 28日までに提出された決議案

すべてを審議します。有効な決議案は 2017年 5月 28日までにすべての加盟組合に配布します。加盟組

合は、これらの決議案に対する修正案を 2017 年 6 月 28 日までに提出してください。この修正案は、2017

年 7 月 19～29 日の SOC で審議します。最終的な決議案と、関連する修正案、ならびに他の大会文書は

すべて 2017年 8月 28日までに加盟組合に配布します。大会では、規約の付属文書 4（見出し「決議案」

の第 1 段落）で規定された緊急決議案を除き、世界大会では新たな決議案、修正案を受け付けませんの

でご注意ください。  
 

3）投票権 

注：  

 投票権の計算の締め日：2017年 8月 31日 

加盟組合はそれぞれ、現行 PSI規約の第 4条および 6条で規定される PSIへの財政義務を果たしたうえ

で、大会に特定数の代議員およびオブザーバーを派遣することができます。  
 

次期大会に考慮する加盟費納入期間は、議事規則で規定されるとおり、2013年から 2017年の全期間とし

ます。代議員／オブザーバー資格、ならびに投票権の計算で考慮する加盟費納入の締め日は、2017年 8

月 31日とします。  
 

大会に関する 2012 年規約の引用は添付書類 2 を参照して ください （ http://www.world-

psi.org/en/constituion）。 
 

4）資金援助 

ジュネーブ世界大会に参加するための資金援助には限りがあります。2016年 11月の EB会合では、加盟

組合に配布する資金援助基準について決定がなされます。 
 

資金援助の申請を希望する加盟組合は、この基準と条件を参考にし、要件を満たすことを確認してくださ

い。資金援助申し込みフォームは、小地域書記を通じて提出することができます。2017年 3月の地域執行

委員会（REC）会合では、受け付けた資金援助の指名について推薦を行います。2017年 4月の EBでは、

資金援助の最終承認を行い、その後速やかに、対象となる参加者に資金援助の確認書を送付します。 
 

5）タイムライン(案) - 日時、期限 

大会に関連する主な日時と期限は、添付書類 3をご覧ください（英語のみ）。 
 

6）登録、ウェブサイト、参加にあたっての具体的な準備 

登録手続き、参加にあたっての具体的な準備（宿泊、移動、ビザ、大会会場など）、詳しい情報は、随時加

盟組合に配布します。  
 

この記念行事を皆さんと共に祝福できることを楽しみにしております。 
 

連帯 

 
PSI書記長 

ローザ・パヴァネリ 
 

添付書類 1：大会週間の概要(案)英語のみ 

添付書類 2：大会に関する 2012年規約の引用 

添付書類 3：大会に向けたタイムライン案（英語のみ） 
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添付書類 1) 2017年大会週間の概要(案) 
 

PSI CONGRESS 2017 – CICG GENEVA 
 

As at 20/10/2016 
 

SUNDAY 
29th October 

MONDAY 
30th October 

TUESDAY 
31 October 

WEDNESDAY 
1st November 

THURSDAY 
2nd November 

FRIDAY 
3rd November 

 

EPSU EC 
09h00- 
12h00 

 

 

APREC 
09h00-
12h00 

 

 

IAMREC 
09h00-
12h00 

 

AFREC 
09h00-
12h00 

 

 

WOMEN’S COMMITTEE 
09h00-12h00 

 

 

CONGRESS 

1st Day 
09h00-12h30 

 

 

CONGRESS 

2nd Day 
09h00-12h30 

 

 

CONGRESS 

3rd Day 
09h00-12h30 

 

 

CONGRESS 

4th Day 
09h00-12h30 

 

Lunch 12h00-13h30 
Congress Registration 

 starts 12h00 

Lunch 12h00-13h30 
Congress Registration  

Starts 12h00 

Lunch 12h00-13h30 
Credentials Cttee meets  

Lunch 12h00-13h30 

 

Lunch 12h00-13h30 

 

Lunch 12h00-13h30 
 

PSI-EI LGBTI SEMINAR 
13h30-16h30 

 

YOUNG WORKERS’ 
SEMINAR 

13h30-16h30 
 

EXECUTIVE BOARD 
13h30-17h00 

 

CONGRESS 

14h00-17h30 
 
 
 
 

CONGRESS 

14h00-17h30 
 
 
 
 

CONGRESS 

14h00-17h30 
 
 
 
 

CONGRESS 

14h00-16h00 

Close of Congress  

 

Meetings of new WOC 
and EB 

16h00-18h00 

4th Standing Orders Committee (SOC) Meeting  

17h00-19h00 

NEW DELEGATES BRIEFING  
17h30-18h30 

SOC MEETING re. Emerg. 
Resolutions (closed 
session – if required) 

17h30-18h30 
 

SOC MEETING re. Emerg. 
Resolutions (closed 
session – if required) 

17h30-18h30 
 

SOC MEETING re. Emerg. 
Resolutions (closed 
session – if required) 

17h30-18h30 
 

 

Congress Registration 
finishes at 19h00 

Congress Registration 
finishes at 20h00 

PSI Reception 
18h30-20h30 
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添付書類 2) 世界大会に関する 2012年規約の引用 

 

 

第 4 条 加盟費 
 

加盟組織から納入される加盟費の金額は大会によって定められる。大会はこの任務を執行委員会に委
任することができる。 

 

加盟費は加盟組織の適格者全員分を納入し、1月 1日を期日とする。附則 2「加盟費支払いに関する
基本的重要概念および特別規定の定義」に記された手続きに従って支払い免除、指数の変更、減額、
支払い猶予あるいは分割払いを要請した場合を除いて、2月 28日までに納入しなければならない。 

 

支払い年の 7月 1日時点で加盟費を未納、または支払い免除を承認されてない加盟組織は、その年の
加盟費滞納者と宣告され、PSI加盟組織としての権利と資格を失い、その旨を知らされる。こうした
権利と資格には以下のことが含まれる 
 

 PSIの行事、活動、プログラムへの参加 

 PSIの行事、活動、プログラムへのスポンサーシップ（指数 100％以下の国のみが対象） 

 PSIの委員会、作業部会、その他PSI機構の委員資格。ただし世界執行委員会と運営委員会に
ついては附則 5「執行委員会の権限と内部規定」の規定が適用されるのでこの限りではない 

 

加盟費の支払いに関する特別規定はすべて附則 2「加盟費支払いに関する基本的重要概念および特別

規定の定義」に記載されている。 

 
 
 

附則 2 加盟費支払いに関する基本的重要概念および特別規定の定義 

 

a) 年間加盟費は一組合員当たりの固定額であり、PSI 大会、もしくは委任を受けた執行委員会によ

って決定される。 

b) 通貨はユーロである。 

c) 最低加盟費 500 ユーロは、支払額が 500 ユーロに達しないすべての組合に適用される。この最低

加盟費は、PSI大会もしくは委任を受けた執行委員会によって決定される。 

d) 各組合の合計額は、国連開発プログラム（UNDP）が作成する国内総生産に基づく指数制度に従

って計算される。国内総生産の数値が世界平均値以下の国の加盟組合の加盟費額は、5 段階の指

数レベル（10％、25％、50％、75％、100％）のうち、自国の GDP の数値を世界平均値で割っ

て出てくるパーセントの数字に一番近い指数レベルにまで削減される。この指数は、執行委員会、

もしくは委任を受けた運営委員会によって、定期的に見直すことができる。 

e) 特別な事情により財政的義務を完全に履行できないと自ら判断した加盟組織に対して、執行委員

会および運営委員会は加盟費支払いの一時的減額を認める権限を有する。例外的な場合には執行

委員会または運営委員会は加盟費の支払いを免除することもできる。執行委員会または運営委員

会は、加盟組合からの加盟費延納や分割払いの要請についても、状況が詳細に説明され、合意に

達した場合には、これを認めることができる 

f) そうした執行委員会または運営委員会による配慮を求める申請はすべて詳細な説明を添えて書記

長に提出されることとし、支払い年の 2月 28日までに届かなければならない。期限後の申請は緊

急の場合に限って検討される。書記長は、第 4 条の下でのすべての申請を当該地域執行委員会に

提出し、彼らの勧告を求める。 

g) 加盟費指数が 100%未満に設定された国の加盟組合は、指数に基づく加盟費の全額を支払ってい

れば、附則 4「大会規則・議事規則」の下での計算方法で算出された登録組合員数全員分の投票

権を保持する。 
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第 6 条 大会 

 

6.1 大会は PSIの最高意思決定機関である。大会は加盟組織の代議員で構成される。 

 

6.2 定期大会は 5年ごとに開かれる。書記長は執行委員会の決定に従って定期大会を召集する。

定期大会の期日と開催場所は遅くとも 12ヵ月前までに加盟組織に通知される。 

 

6.3 臨時大会は、執行委員会の決定に基づいて、その決定後 5ヶ月以内に、あるいは合計した組

合員数が PSIの加盟費納入人員総数の 3分の 1以上を代表する 4つ以上の加盟組織の要請に

よって、召集される。臨時大会は特に召集の原因となった事項に限って討議する。 

 

6.4 大会の議題には、附則 4「大会規則・議事規則」で定められたすべての事柄が含まれる。 

 

6.5 第 4 条「加盟費」に従って彼らの義務を果たした加盟組織は、含む前回大会以降（現在の大

会開催年も含む）もしくは PSI への加盟以降の年平均加盟費納入人員数に応じて、大会に代

表を送る資格がある。 

 

6.6 加盟組合の代表権は以下の表に基づく。代議員数が 2 名以上の場合には、加盟組合の組織人

員がどちらかの性に大幅に偏っているためにそうすることが不可能である場合以外は、男女

それぞれが平等に代表されるべきである 

 

人員数 5､000 人まで代議員 1名 

5､001から 10､000人まで代議員 2名 

10､001から 20､000人まで代議員 3名 

20､001から 35､000人まで代議員 4名 

35､001から 50､000人まで代議員 5名 

50､001から 100､000人まで代議員 6名 

これ以上については、加盟費納入済人員が 50､000人増すごとに 1名と端数分につ
き 1名を追加する。 

 

6.7 大会資格審査委員会 

大会は、最初のセッションで代議員の資格確認の任にあたる資格審査委員会を選出する。 

 

6.8 大会議事運営委員会 

執行委員会は、大会運営を準備する大会議事運営委員会を任命する。その構成は、各地域か

ら各 1名、各 PSI公用語グループから各 1名（地域代表として出ていない場合）、女性委員

会から 1名（地域や言語代表として出ていない場合）、および大会開催国から 1名（言語代

表として出ていない場合）、および執行委員会の若年労働者代表から 1 名とする。 

 

6.9 会長と書記長の選挙 

会長と書記長は、大会による単純過半数で選出される。会長と書記長は、大会による単純過
半数で選出される。男性 1名と女性 1名の計 2名の選挙管理人は執行委員会によって任命さ
れ、指名された候補者名を集めて、精査する任務を負う。選挙管理人は中立で、選挙過程に
利害を有しない。彼らは議事運営委員会に対して責任を負う。全候補者は精査作業にあたる
人物を指名する権利がある。 

 

会長職候補者は、立候補時点で優良な PSI加盟組合の信頼できるメンバーでなければならな

い。書記長職候補者は、真正な労働組合での経験を有するものでなければならない。 

 

手続き上の詳細と規則はすべて、附則 4「大会規則・議事規則」にまとめられている。 
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附則 4 大会規則・議事規則 

 

議題 

大会の議題は次の項目によって構成される。: 

a) 資格審査委員会の選出および報告 

b) 指名と批准: 

i. 大会副議長; 

ii. 投票集計人 

iii. 議事運営委員会 

c) 第 13条 1項で規定されている 3人目の理事の指名の確認 

d) 前回の大会以降の PSI活動の報告 

e) 財政報告、内部監査委員報告、加盟費の決定 

f) 規約で定められた選挙: 

i. 会長 

ii. 書記長 

iii. 執行委員会 

iv. 内部監査委員 

g) PSI加盟組合員が働く主な分野で行われる活動を詳細に記した、課題と目標を含む来期の活動プ

ログラムと優先課題（案） 

h) 加盟組織と執行委員会から提出された動議・決議案 

i) 執行委員会が大会に提出したいその他の事柄 

 
 

決議案 

a) 定期大会の議題に入れるために加盟組織ならびに執行委員会によって提出されるあらゆる動議・

決議案は、遅くとも大会開始 7ヵ月前までに書記長に届かなければならない。 

b) 書記長はこれらの動議・決議案を遅くとも大会開始 5ヵ月前までに加盟組織に送付する。 

c) 動議・決議案に対する修正案は大会開始 4ヵ月前までに書記長に届かなければならない。 

d) 書記長はすべての修正案を遅くとも大会開始 2ヵ月前までに加盟組織に送付する 

e) 議題と報告書と議事規則の草案は遅くとも大会開始 2 ヵ月前までに大会代議員に送付される。大

会は最終的な議題と議事規則を承認する。 

f) 提案提出期限後に動きが生じた事態に関して緊急動議・決議案を提出できる。そのような動議・

決議案が討議と投票に付されるのはいずれかの地域執行委員会または半数以上の代議員がそれを

認めた場合に限られる。 

 
 

大会における代表権 

a) 附則 2「加盟費の支払いに関する基本的重要概念と特別規定の定義」に従って、大会までのどの

年でも加盟費の支払いを免除されたことのある組織は、免除された年の加盟費納入人員はゼロと

する。期間中の平均人員数がゼロになった加盟組合は代議員を 1名送る権利がある。 

b) 加盟組織は加盟費納入済人員 10 万人につき 1 名と端数分 1 名のオブザ－バ－を送ることができ

る。オブザーバー数が 2 名以上の場合は、加盟組合の組織人員がどちらかの性に大幅に偏ってい

るためにそうすることが不可能である場合以外は、男女それぞれが平等に代表されるべきである。 

c) 大会資格審査委員会は、大会開催国の加盟組織に規定数以上のオブザ－バ－を出席させる権利を

与えるように大会に勧告することができる。 

d) 大会代議員ならびにオブザ－バ－の旅費と滞在費は彼らが代表する組織が負担する。執行委員会

は、第 4 条「加盟費」に従って財政的義務を果たしていることを条件に、各加盟組織が少なくと

も一名の代議員を出すことができるようにするために，指数 100％以下の国の代議員だけを対象

に PSI資金から援助することができる。 

e) 代議員とオブザ－バ－の氏名を遅くとも大会開始 4 ヵ月前までに書記長に提出する。書記長は、

これらの指名を精査して、規約上の要件に合致していない場合は加盟組合に忠告する。 

f) 執行委員会には、PSI が関係を維持している国内ないしは国際組織からオブザ－バ－を招く権限

がある。 
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g) 出席することが望ましいと考えられる人物をゲストとして招くこともできる。 

h) 大会に代議員を送ることができない加盟組織は同小地域の他の組織の代議員に代理を委任するこ

とができる。このような委任が有効であるためには、委任する側の組織が 4週間前までに PSI書

記長に書面でその旨を通知することが条件である。いかなる組織も他の 4組織以上の代理投票は

行うことはできない。 

 
 

大会資格審査委員会 

a) 資格審査委員会は加盟組織が PSI 規約の定める条件と義務を充たしているかどうかを審査する権

限を有する。資格審査委員会は書記長、執行委員および大会代議員に対して、任務の遂行に必要

な情報や代議員の資格の正当性に関連する証拠を要求する権利がある。 

b) 資格審査委員会は適切な勧告を伴う報告書を大会に提出する。大会は資格審査委員会の最初の報

告ならびに勧告について討議し、採決するまでは、投票や選挙を行うことができない。 

c) 資格審査委員会は、投票力および派遣できる代議員・オブザーバーの人数を計算する際に、大会

開催2ヶ月前以降に支払われた加盟費を勘定にいれないこととする。ただし、組合に加盟費納入

延滞を正当化するやむを得ぬ例外的状況があった場合には、大会直前に開かれる当該地域執行委

員会の勧告に基づいて、資格審査委員会は納期を過ぎた支払いを認める権限を有する。 

 
 

大会議事運営委員会 

大会議事運営委員会への代表を指名する際に、すべての地域執行委員会は第 1 条「理念と目標」（平

等、公平性および多様性）を考慮する。大会議事運営委員会はそのメンバーの中から委員長を選出

し、書記長が議事運営委員会の書記を任命する。議事運営委員会は次のことを行う。 

 

a) 加盟組織および執行委員会によって提案されたすべての動議・決議案と修正案の有効性を調べ、
報告する 

b) テ－マが類似し、内容が相反しない動議・決議案が 2 件以上提出されている場合に、必要に応じ
て統合動議・決議案を作成する 

c) 議事進行と発言者の発言制限時間について勧告する 

d) 議事の適切な運営のために決定を要するその他の問題に関して大会に報告する 

 

議事運営委員会は大会に先立って召集され、大会の最初の実質セッションに間に合うように第一回報

告を提出する。このセッションで大会は議事運営委員会の構成を承認するよう求められる。 

 
 

投票 

a) 投票権を有するのは代議員だけである。採決は通常代議員カ－ドを掲げた挙手によって行なわれ

る。 

b) 採決に付される前に、少なくとも 4 ヵ国の加盟組織が組合員数投票を要求した場合には、会長は

組合員数投票を求める動議を大会にかけて挙手による採決を行なう。この動議が採択されれば、

組合員数投票が宣せられ、直ちに実行される。組合員数投票は各加盟組織の加盟費納入済み人員

数によって決まる。 

c) 規約改正と PSI の解散に関する場合を除き、挙手ならびに組合員数投票のいずれの採決において

も、棄権票には関係なく、投ぜられた票数の単純過半数（すなわち投票数の半数プラス１票以上）

の賛成で決まる。 

d) 投票を数える投票集計人は大会の最初のセッションで選出される。 

 
 

会長および書記長の選挙 

a) 書記長は遅くとも大会開催 7 ヵ月前までに、会長職と書記長職の候補者の指名は遅くとも大会開

催 2 ヵ前までに第 6 条 9 項で規定された選挙管理人に届かなければならないことを、全加盟組合

に通知する。 
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b) 2 名以上の指名を受け取った場合には、選挙管理人は候補者全員の氏名を載せた投票用紙を用意

しなければならない。これは出席している各加盟組合または欠席組合の指定代理人に配布され、

前回の大会以降もしくは加盟以降の加盟費納入済み平均人員数に基づく票数が投じられる。 

c) 各加盟組合は自ら選択する候補者の氏名の欄にはっきりと X を印し、投票集計人の用意する箱の

中に記入済みの投票用紙を入れる。 

d) 投票用紙を投票集計人が数え、その結果を選挙管理人に伝え、大会終了時にその投票用紙が破棄

されるようにする。 

e) 会長、あるいは会長選挙中は筆頭副会長が投票結果を発表し、もし投票総数の過半数を得票した

候補者がいない場合には、第一回投票で得票数の多かった上位 2 名の間で 2 回目の投票が行なわ

れる 

f) 第 1回または第 2回投票で投票総数の過半数を得票した候補者が当選を宣告される。 

g) 個々の組合による投票の詳細は秘密にされ、公表されることはない。 

h) 投票が投票集計人によって有効と見なされるのは、書記長が発行した公式の投票用紙が使用され、

はっきりと印がつけられている場合に限られる。投票集計人は無効票の数を報告する。 
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APPENDIX 3) TIMELINE OF CONSTITUTIONAL DATES AND DEADLINES 

GENEVA CONGRESS 2017 

Pre-meetings: Sunday 29th and Monday 30th October 

Congress: Tuesday 31st October to Friday 3rd November 2017 
 

Updated 20/10/2016 (available in English only) 
 

2016 

28 October 2016 

 

DEADLINE FOR SENDING OFFICIAL INVITATION TO CONGRESS TO ALL AFFILIATES 

Article 6.2: The affiliated organisations shall be informed of the date and place of the ordinary 
session at least 12 months in advance. 

 

2017 

28 March 2017 DEADLINE FOR RECEIPT OF RESOLUTIONS 

Constitution Annex 4, Resolutions, a)  

All motions/resolutions submitted by affiliated organisations and the Executive Board for 
inclusion in the agenda of an ordinary session of Congress must be received by the General 
Secretary at least seven months before the beginning of Congress. 

 

28 March 2017 DEADLINE FOR SENDING INFORMATION ABOUT PRESIDENT / GENERAL SECRETARY 
NOMINATIONS 

Constitution Annex 4, Election of President and of General Secretary, a) 

The General Secretary shall, at least seven months before Congress, notify all affiliates that their 
nominations for the positions of President and General Secretary should be received by the 
Elections Officer identified in Article 6, paragraph 9 at least two months before Congress. 

 

28 May 2017 DEADLINE FOR SENDING RESOLUTIONS TO AFFILIATES 

Constitution Annex 4, Resolutions, b)  

The General Secretary shall send these motions/resolutions to affiliated organisations not later 
than five months before the beginning of Congress. 

 

JUNE 2017  (4 months prior) 

28 June 2017 DEADLINE FOR REGISTRATION OF DELEGATES / OBSERVERS 

Constitution Annex 4, Participation at Congress, a)      

The names of delegates and observers shall be submitted to the General Secretary not later 
than four months before Congress. The General Secretary shall scrutinise these nominations 
and advise affiliates if they are not in compliance with the constitutional requirements. 

 

28 June 2017 DEADLINE FOR RECEIPT OF AMENDMENTS  

Constitution Annex 4, Resolutions, c)  

Amendments to motions/resolutions must be received by the General Secretary four months 
before the beginning of Congress. 
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JULY (3 months prior) 

1st July 2017 DEADLINE FOR PAYMENT OF AFFILATION FEES  

Constitution Article 4 

Affiliated organisations, which at the 1st July of the payment year have not paid their fees and 
have not been granted exemption shall be declared to be in arrears for that year and will lose 
their PSI rights and entitlements and will be so informed. These rights and entitlements shall 
include:  

 participation in any PSI event, activity or programme; 

 sponsorship to any PSI event, activity or programme (only for countries below the 100% 
index); 

 membership on any PSI committee, working group or other PSI structure, except for the 
Executive Board and the Steering Committee, where the provisions of Annex 5, “Mandate 
and internal rules of the Executive Board” shall apply. 

 

AUGUST  (2 months prior) 

28 August 2017 DEADLINE FOR SENDING AMENDMENTS TO AFFILIATES 

Constitution Annex 4, Resolutions, d) 

The General Secretary shall send to affiliated organisations all amendments not later than two 
months before the beginning of Congress. 

 

28 August 2017 DEADLINE FOR SENDING CONGRESS DOCUMENTS TO CONGRESS DELEGATES 

Constitution Annex 4, Resolutions, e)  

The draft agenda, reports and standing orders should be sent to Congress delegates not later 
than two months before Congress. Congress shall approve the final agenda and standing orders. 

 

28 August 2017 DEADLINE FOR RECEIPT OF NOMINATIONS FOR PRESIDENT / GENERAL SECRETARY 

Constitution Annex 4, Election of President and of General Secretary, a) (excerpt) 

… nominations for the positions of President and General Secretary should be received by the 
Elections Officer identified in Article 6, paragraph 9 at least two months before Congress. 

 

After 28 August 
and up until 
beginning of 
Congress 

[EMERGENCY RESOLUTIONS - FOR INFORMATION] 

Constitution Annex 4, Resolutions, f) 

Emergency motions/resolutions may be submitted on matters on which developments have 
arisen subsequent to the deadline for submitting proposals. Such motions/resolutions shall be 
admitted for discussion and vote only if one regional executive committee or more than half the 
delegates are in favour of their admission. 

 

SEPTEMBER (1 month prior) 

28 September 
2017 

DEADLINE FOR AFFILIATES TO AUTHORISE PROXY VOTE 

Constitution Annex 4, Participation at Congress, h) 

Any affiliated organisation unable to be represented at Congress may authorise the delegate of 
another organisation from the same sub-region to represent it. Such authorisation shall be valid 
on condition that the General Secretary of PSI is informed of it in writing four weeks in advance 
by the organisation giving authority. No organisation may exercise the proxy votes of more than 
three other organisations. 

 

 


